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新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年10月18日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第24号 

新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（昭和46年新潟県規則第22号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（貸付けの申請） 

第２条 （略） 

２ 前項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 次の表の左欄に掲げる資金について右欄に定

める書類 

左  欄 右       欄 

（略） 

結婚資金 

臨時児童扶

養等資金 

（略） 

婚姻を証する書類 

児童扶養手当証書の写し又は児童

扶養手当支給停止通知書の写し 

(3) （略） 

３ （略） 

 

（据置期間の延長） 

第６条の２ 令第８条第５項、令第31条の６第５項、

令第37条第５項又は令附則第７条第６項（令附則

第８条第２項において準用する場合を含む｡)の規

定による据置期間の延長を受けようとする者は、

母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書（別

記第17号様式の２）を知事に提出しなければなら

ない。 

 

（償還免除の申請等） 

第８条 法第15条第１項（法第31条の６第５項又は

法第32条第５項において準用する場合を含む｡)又

は新潟県臨時児童扶養等資金貸付金の償還の一部

免除に関する条例（令和元年新潟県条例第24号）

第２条の規定により償還の免除を受けようとする

者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書

（別記第19号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

２ 令第19条第１項（令第31条の７、令第38条、令

附則第７条第９項又は令附則第８条第３項におい

て準用する場合を含む｡)又は令附則第７条第７項

（令附則第８条第２項において準用する場合を含

む｡)の規定により償還金の支払猶予を受けようと

する者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払

猶予申請書（別記第20号様式）を知事に提出しな

（貸付けの申請） 

第２条 （略） 

２ 前項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 次の表の左欄に掲げる資金について右欄に定

める書類 

左  欄 右       欄 

（略） 

結婚資金 

 

 

（略） 

婚姻を証する書類 

 

(3) （略） 

３ （略） 

 

（据置期間の延長） 

第６条の２ 令第８条第５項、令第31条の６第５項

又は令第37条第５項の規定による据置期間の延長

を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資

金据置期間延長申請書（別記第17号様式の２）を

知事に提出しなければならない。 

 

 

 

（償還免除の申請等） 

第８条 法第15条第１項（法第31条の６第５項又は

法第32条第５項において準用する場合を含む｡)の

規定により償還の免除を受けようとする者は、母

子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書（別記第

19号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 

 

２ 令第19条第１項（令第31条の７又は令第38条に

おいて準用する場合を含む｡)の規定により償還金

の支払猶予を受けようとする者は、母子・父子・

寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書（別記第20号

様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


号 外 ２ 新  潟  県  報 令和元年10月18日(金) 

3 

ければならない。 

３ 令第８条第３項ただし書（令附則第７条第９項

において準用する場合を含む｡)、令第31条の６第

３項ただし書（令附則第８条第３項において準用

する場合を含む｡)又は令第37条第３項ただし書の

規定により貸付金の繰上償還をしようとする者は、

母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書（別記

第21号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

３ 令第８条第３項ただし書、令第31条の６第３項

ただし書又は令第37条第３項ただし書の規定によ

り貸付金の繰上償還をしようとする者は、母子・

父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書（別記第21号

様式）を知事に提出しなければならない。 

  
附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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新潟県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年10月18日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第25号 

新潟県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 新潟県青少年健全育成条例施行規則（昭和52年新潟県規則第48号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（掲示及び表示） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 条例第22条の３第２項の規定による深夜におけ

る立入禁止の掲示は、別記第７号様式により行う

ものとする。 

４ 条例第22条の４第４項の規定による自動販売機

等の表示は、別記第８号様式により行うものとす

る。 

 

（深夜における青少年の立入りを禁止する営業の

指定） 

第12条 条例第22条の３第１項に規定する規則で定

める営業は、個室を設け、当該個室において客に

専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営

業とする。 

 

（自動販売機等による図書類の販売の届出等） 

第13条 条例第22条の４第１項の規定による届出は、

別記第12号様式により、次に掲げる書類を添えて

行うものとする。 

(1)・(2) （略） 

２ 条例第22条の４第１項第７号の規則で定める事

項は、次に掲げるものとする。 

(1)・(2) （略） 

３ （略） 

 

（自動販売機等による図書類の販売の変更の届出

等） 

第14条 条例第22条の４第３項の規定による届出事

項の変更の届出は、別記第13号様式により行うも

のとする。この場合において、当該変更が、次の

各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げ

る書類を添付するものとする。 

(1) 条例第22条の４第１項第１号に掲げる事項（電

話番号を除く｡)の変更 前条第１項第１号に掲

げる書類 

(2) 条例第22条の４第１項第５号に掲げる事項の

変更（自動販売機等管理者の変更に係るものに

限る｡) 前条第１項第２号に掲げる書類 

（掲示及び表示） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ 条例第22条の２第２項の規定による深夜におけ

る立入禁止の掲示は、別記第７号様式により行う

ものとする。 

４ 条例第22条の３第４項の規定による自動販売機

等の表示は、別記第８号様式により行うものとす

る。 

 

（深夜における青少年の立入りを禁止する営業の

指定） 

第12条 条例第22条の２第１項に規定する規則で定

める営業は、個室を設け、当該個室において客に

専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営

業とする。 

 

（自動販売機等による図書類の販売の届出等） 

第13条 条例第22条の３第１項の規定による届出は、

別記第12号様式により、次に掲げる書類を添えて

行うものとする。 

(1)・(2) （略） 

２ 条例第22条の３第１項第７号の規則で定める事

項は、次に掲げるものとする。 

(1)・(2) （略） 

３ （略） 

 

（自動販売機等による図書類の販売の変更の届出

等） 

第14条 条例第22条の３第３項の規定による届出事

項の変更の届出は、別記第13号様式により行うも

のとする。この場合において、当該変更が、次の

各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げ

る書類を添付するものとする。 

(1) 条例第22条の３第１項第１号に掲げる事項（電

話番号を除く｡)の変更 前条第１項第１号に掲

げる書類 

(2) 条例第22条の３第１項第５号に掲げる事項の

変更（自動販売機等管理者の変更に係るものに

限る｡) 前条第１項第２号に掲げる書類 
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(3) 条例第22条の４第１項第５号に掲げる事項（電

話番号を除く｡)の変更（自動販売機等管理者の

変更に係るものを除く｡) 住民票の写し 

２ 条例第22条の４第３項の規定による自動販売機

等の使用の廃止の届出は、別記第14号様式により

行うものとする。 

 

第７号様式（第５条関係） 

新潟県青少年健全育成条例により、午後11時か

ら翌日の午前４時までの間は、18歳未満の青少

年の立入りをお断りします。 

（略） 

 

第８号様式（第５条関係） 

（略） 

この表示は、新潟県青少年健全育成条例第22条

の４第４項に基づくものである。 

（略） 

 

第12号様式（第13条関係） 

（略） 

自動販売機（自動貸出機）による図書類（特定が 

ん具類）販売（貸付け）届 

（略） 

下記のとおり自動販売機（自動貸出機）により

図書類（特定がん具類）の販売（貸付け）をした

いので、新潟県青少年健全育成条例第22条の４第

１項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

（略） 

 

第13号様式（第14条関係） 

 自動販売機（自動貸出機）による図書類（特定が 

 ん具類）販売（貸付け）変更届 

（略） 

下記のとおり自動販売機（自動貸出機）による

図書類（特定がん具類）の販売（貸付け）に係る

届出事項を変更したので、新潟県青少年健全育成

条例第22条の４第３項の規定により、関係書類を

添えて届け出ます。 

（略） 

 

第14号様式（第14条関係） 

 図書類（特定がん具類）の自動販売機（自動貸出 

 機）使用廃止届 

（略） 

下記のとおり図書類（特定がん具類）の自動販

売機（自動貸出機）の使用を廃止したので、新潟

県青少年健全育成条例第22条の４第３項の規定に

より、届け出ます。 

（略） 

(3) 条例第22条の３第１項第５号に掲げる事項（電

話番号を除く｡)の変更（自動販売機等管理者の

変更に係るものを除く｡) 住民票の写し 

２ 条例第22条の３第３項の規定による自動販売機

等の使用の廃止の届出は、別記第14号様式により

行うものとする。 

 

第７号様式（第５条関係） 

新潟県青少年健全育成条例により、午後11時か

ら翌日の日の出時までの間は、18歳未満の青少

年の立入りをお断りします。 

 （略） 

 

第８号様式（第５条関係） 

（略） 

この表示は、新潟県青少年健全育成条例第22条

の３第４項に基づくものである。 

（略） 

 

第12号様式（第13条関係） 

（略） 

自動販売機（自動貸出機）による図書類（特定が 

ん具類）販売（貸付け）届 

（略） 

下記のとおり自動販売機（自動貸出機）により

図書類（特定がん具類）の販売（貸付け）をした

いので、新潟県青少年健全育成条例第22条の３第

１項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

（略） 

 

第13号様式（第14条関係） 

 自動販売機（自動貸出機）による図書類（特定が 

 ん具類）販売（貸付け）変更届 

（略） 

下記のとおり自動販売機（自動貸出機）による

図書類（特定がん具類）の販売（貸付け）に係る

届出事項を変更したので、新潟県青少年健全育成

条例第22条の３第３項の規定により、関係書類を

添えて届け出ます。 

（略） 

 

第14号様式（第14条関係） 

 図書類（特定がん具類）の自動販売機（自動貸出 

 機）使用廃止届 

（略） 

下記のとおり図書類（特定がん具類）の自動販

売機（自動貸出機）の使用を廃止したので、新潟

県青少年健全育成条例第22条の３第３項の規定に

より、届け出ます。 

（略） 



令和元年10月18日(金) 新  潟  県  報 号 外 ２ 

6 

 

第15号様式（第17条関係） 

（略） 

裏 
 

新潟県青少年健全育成条例の抜粋 

 （立入調査等） 

第27条 知事は、この条例の施行に必要な限度

において、その指定した職員に、営業時間中、

次の各号に掲げる場所に立ち入らせ、調査さ

せ、関係者に質問させ、又は関係者から資料

の提出を求めさせることができる。 

 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 第22条の３第１項の規則で定める営業を

行う場所 

２ （略） 

（略） 
  

 

第15号様式（第17条関係） 

（略） 

裏 
 

新潟県青少年健全育成条例の抜粋 

 （立入調査等） 

第27条 知事は、この条例の施行に必要な限度

において、その指定した職員に、興行を行つ

ている時間又は営業時間中、次の各号に掲げ

る場所に立ち入らせ、調査させ、関係者に質

問させ、又は関係者から資料の提出を求めさ

せることができる。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 第22条の２第１項の規則で定める営業を

行う場所 

２ （略） 

（略） 
    

  

第２条 新潟県青少年健全育成条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第15条関係） 

名         称 位  置 

新潟市こども創作活動館     新潟市 

新潟市若者支援センター 新潟市 

長岡市法末自然の家 長岡市 

青海少年の家 糸魚川市     

国立妙高青少年自然の家 妙高市 

五頭連峰少年自然の家 阿賀野市 

新潟県少年自然の家 胎内市 

附 則 

 この規則中第１条の規定は令和２年１月１日から、第２条の規定は公布の日から施行する。 

 

新潟県卸売市場条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

令和元年10月18日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第26号 

新潟県卸売市場条例施行規則を廃止する規則 

新潟県卸売市場条例施行規則（昭和46年新潟県規則第114号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、令和２年６月21日から施行する。 
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新潟県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和元年10月18日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第27号 

新潟県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県収入証紙条例施行規則（昭和57年新潟県規則第21号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号を削り、次の表の改正後の欄中別表の号の表

示に下線が引かれた別表の号を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

(1)～(347) （略） 

(347)の２ 地方卸売市場認定申請手数料 

(347)の３ 地方卸売市場認定証再交付手数料 

(347)の４ 地方卸売市場認定証書換え交付手数

料 

(348)～(359) 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(359)の２～(585) （略） 

別表（第２条関係） 

(1)～(347) （略） 

 

 

 

 

 

(348) 地方卸売市場開設許可手数料  

(349) 地方卸売市場開設許可証再交付手数料 

(350) 地方卸売市場開設許可証書換え手数料 

(351) 地方卸売市場卸売業務許可手数料 

(352) 地方卸売市場卸売業務許可証再交付手数

料 

(353) 地方卸売市場卸売業務許可証書換え手数

料 

(354) 地区卸売市場開設者登録手数料 

(355) 地区卸売市場開設者登録証再交付手数料 

(356) 地区卸売市場開設者登録証書換え手数料 

(357) 地区卸売市場卸売業者登録手数料 

(358) 地区卸売市場卸売業者登録証再交付手数

料 

(359) 地区卸売市場卸売業者登録証書換え手数

料 

(359)の２～(585) （略） 

附 則 

この規則は、令和２年６月21日から施行する。ただし、別表第347号の２から第347号の４までを加える改正は、

令和元年12月21日から施行する。 

 

病院局管理規程 
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新潟県病院局管理規程第４号 

新潟県病院局企業職員の給与の特例に関する規程を次のように定める。 

令和元年10月18日 

新潟県病院事業管理者  岡  俊 幸 

新潟県病院局企業職員の給与の特例に関する規程 

（給料月額の特例） 

第１条 新潟県病院局企業職員の管理職手当に関する規程（昭和41年新潟県病院局管理規程第17号。以下「管理

職手当規程」という｡)第２条の規定による管理職手当に係る区分が１種、２種又は３種の職にある職員に係る

令和元年11月１日から令和６年３月31日までの間（以下「特例期間」という｡)の給料月額は、新潟県病院局企

業職員の給与に関する規程（昭和30年新潟県病院局管理規程第５号）第２条第１項及び新潟県病院局企業職員

中医師及び歯科医師の給与に関する規程（昭和36年新潟県病院局管理規程第８号）第２条の規定（以下「病院

局給与規程第２条第１項等の規定」という｡)によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条

例（昭和30年新潟県条例第59号。以下「一般職員給与条例」という｡)第６条、第７条、第８条及び第10条から

第13条まで並びに新潟県病院局企業職員中医師及び歯科医師の給与に関する規程（昭和36年新潟県病院局管理

規程第８号）第３条及び第５条から第９条までの規定（以下「一般職員給与条例第６条等の規定」という｡)に

かかわらず、一般職員給与条例第６条等の規定に基づき定められた額から当該額に100分の8.5を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、手当の額及び

給料の調整額の算出の基礎となる給料月額は、一般職員給与条例第６条等の規定により定められた額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、管理職手当規程第２条に規定する職にある職員のうち本庁の

課長及び職務の責任の度がこれに相当するものとして病院局長が定める職員に係る特例期間の給料月額は、一

般職員給与条例第６条等の規定にかかわらず、一般職員給与条例第６条等の規定に基づき定められた額から当

該額に100分の3.5を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた

額とする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額は、一般職員給与条例第６条等の

規定により定められた額とする。 

（地域手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の額の特例） 

第２条 前条に規定する職員に係る特例期間の地域手当の額は、病院局給与規程第２条第１項等の規定によりそ

の例によることとされる一般職員給与条例第17条の２第２項、第17条の３及び第17条の４の規定（以下「一般

職員給与条例第17条の２第２項等の規定」という｡)にかかわらず、一般職員給与条例第17条の２第２項等の規

定により定められた額から一般職員給与条例第６条等の規定に基づき定められた額に100分の1.5を乗じて得た

額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、他の手当の

月額の算出の基礎となる地域手当の月額は、一般職員給与条例第17条の２第２項等の規定により定められた額

とする。 

２ 前条に規定する職員に係る特例期間の管理職手当の額は、管理職手当規程第３条の規定にかかわらず、同条

の規定により定められた額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、他の手当

の月額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、同条の規定により定められた額とする。 

(1) 前条第１項に規定する職員 100分の10 

(2) 前条第２項に規定する職員 100分の５ 

３ 前条に規定する職員に係る特例期間に支給される期末手当及び勤勉手当の額は、病院局給与規程第２条第１

項等の規定によりその例によることとされる一般職員給与条例第25条第２項及び第26条第２項の規定にかかわ

らず、これらの規定により定められた額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割

合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。 

(1) 前条第１項に規定する職員 100分の10 

(2) 前条第２項に規定する職員 100分の５ 

附 則 

 この規程は、令和元年11月１日から施行する。 
 

企業局管理規程 
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新潟県企業局管理規程第２号 

新潟県企業局企業職員の給与の特例に関する規程を次のように定める。 

令和元年10月18日 

新潟県企業管理者  桑 原  勝 史 

新潟県企業局企業職員の給与の特例に関する規程 

第１条 新潟県企業局企業職員給与規程（昭和30年新潟県電気事業管理規程第４号。以下「給与規程」という｡)

第２条第１項の規定により一般職の職員の給与に関する条例（昭和30年新潟県条例第59号。以下「一般職員給

与条例」という｡)第25条第５項に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員に係る令和

元年11月１日から令和６年３月31日までの間（以下「特例期間」という｡)の給料月額は、給与規程第２条第１

項の規定によりその例によることとされる一般職員給与条例第６条、第７条、第８条及び第10条から第13条ま

での規定（以下「一般職員給与条例第６条等の規定」という｡)にかかわらず、一般職員給与条例第６条等の規

定に基づき定められた額から当該額に100分の8.5を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、一般職員給与条

例第６条等の規定により定められた額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、一般職員給与条例第24条の２第１項第１号に規定する職にあ

る職員のうち給与規程別表第６に規定する局本庁の課長及び事業所の所長（支給割合３種のものを除く｡)に係

る特例期間の給料月額は、一般職員給与条例第６条等の規定にかかわらず、一般職員給与条例第６条等の規定

に基づき定められた額から当該額に100分の3.5を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、一般職員給与条例

第６条等の規定により定められた額とする。 

第２条 前条に規定する職員に係る特例期間の地域手当の額は、一般職員給与条例第17条の２第２項、第17条の

３及び第17条の４の規定（以下「一般職員給与条例第17条の２第２項等の規定」という｡)にかかわらず、一般

職員給与条例第17条の２第２項等の規定により定められた額から一般職員給与条例第６条等の規定に基づき定

められた額に100分の1.5を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を

減じた額とする。ただし、他の手当の月額の算出の基礎となる地域手当の月額は、一般職員給与条例第17条の

２第２項等の規定により定められた額とする。 

２ 前条に規定する職員に係る特例期間の管理職手当の額は、一般職員給与条例第24条の２第２項の規定にかか

わらず、この規定により定められた額から当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、

他の手当の月額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、一般職員給与条例第24条の２第２項の規定により定

められた額とする。 

 (1) 前条第１項に規定する職員 100分の10 

 (2) 前条第２項に規定する職員 100分の５ 

３ 前条に規定する職員に係る特例期間に支給される期末手当及び勤勉手当の額は、一般職員給与条例第25条第

２項及び第26条第２項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に次の各号に掲げる

職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額）を減じた額とする。 

 (1) 前条第１項に規定する職員 100分の10 

 (2) 前条第２項に規定する職員 100分の５ 

附 則 

この規程は、令和元年11月１日から施行する。 

 

人事委員会規則 
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特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和元年10月18日 

新潟県人事委員会委員長職務代理者 

新潟県人事委員会委員  若 月  道 秀 

新潟県人事委員会規則第６－1833号 

特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

特殊勤務手当に関する規則（規則第６－1313号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という｡)に対応する同表の改正後の欄中

項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という｡)が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く｡)を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（防疫等作業手当） 

第13条 （略） 

２ 条例第14条第１項第３号の人事委員会規則で定

める家畜伝染病は、次に掲げる家畜伝染病とする。 

  (1) 口蹄E

てい

A疫 

  (2) 豚コレラ 

 (3) アフリカ豚コレラ 

 (4) 高病原性鳥インフルエンザ 

  (5) 低病原性鳥インフルエンザ 

３ 条例第14条第２項の著しく危険であるものとし

て人事委員会規則で定める作業は、牛又は豚のと

さつの作業とする。 

（防疫等作業手当） 

第13条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例第14条第２項の著しく危険であるものとし

て人事委員会規則で定める作業は、牛のとさつの

作業とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和元年10月18日 

新潟県人事委員会委員長職務代理者 

新潟県人事委員会委員  若 月  道 秀 
21B新潟県人事委員会規則第６－1834号 

7B期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

期末手当及び勤勉手当に関する規則（規則第６－224号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

第３条 一般職員給与条例第25条第１項後段及び市

町村立学校職員給与条例第26条第１項後段の規則

で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの

職員には、期末手当を支給しない。 

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各

号のいずれかに該当する職員であつた者 

 

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲

げる者（非常勤である者にあつては、法第28条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める

職員（以下「短時間勤務職員」という｡)に限る｡)

となつたもの 

ア～エ （略） 

(3) （略） 

 

第９条 一般職員給与条例第26条第１項後段及び市

町村立学校職員給与条例第27条第１項後段の規則

で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの

職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第２号

に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する

手当が支給されない者については、この限りでな

い。 

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各

号のいずれかに該当する職員であつた者 

 

(2) （略） 

２ （略） 

第３条 一般職員給与条例第25条第１項後段及び市

町村立学校職員給与条例第26条第１項後段の規則

で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの

職員には、期末手当を支給しない。 

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した

日において前条各号のいずれかに該当する職員

であつた者 

(2) その退職又は失職の後基準日までの間におい

て次に掲げる者（非常勤である者にあつては、

法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員（以下「短時間勤務職員」という｡)

に限る｡)となつたもの 

ア～エ （略） 

(3) （略） 

 

第９条 一般職員給与条例第26条第１項後段及び市

町村立学校職員給与条例第27条第１項後段の規則

で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの

職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第２号

に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する

手当が支給されない者については、この限りでな

い。 

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した

日において前条各号のいずれかに該当する職員

であつた者 

(2) （略） 

２ （略） 

附 則 

この規則は、令和元年12月14日から施行する。 
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職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和元年10月18日 

新潟県人事委員会委員長職務代理者 

新潟県人事委員会委員  若 月  道 秀 
22B新潟県人事委員会規則第６－1835号 

8B職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 職員の退職手当に関する条例施行規則（規則第６－183号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という｡)に対応する同表の改正後の欄

中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という｡)が存在する場合には当該移動号を当該移動後号と

し、移動号に対応する移動後号が存在しない場合には当該移動号（以下「削除号」という｡)を削る。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び削除号を除く｡)を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（条例第13条第１項に規定する人事委員会規則で定

める者） 

第９条の２ 条例第13条第１項に規定する人事委員会

規則で定める者は、次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） 

 

 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

（条例第13条第１項に規定する人事委員会規則で定

める者） 

第９条の２ 条例第13条第１項に規定する人事委員会

規則で定める者は、次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 法第28条第４項の規定により失職（法第16条第

１号に該当する場合に限る｡)した者 

 (4) （略） 

(5) （略） 

  (6) （略） 

第２条 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  様式第３（別紙）を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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様式第３（別紙） 

⑯退職事由 

【退職事由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記入してください。】 

所属課

(所 )長

記載欄 

退 職 者 

記 載 欄 
退 職 の 事 由 

※ 

公 共 職 業 安 

定 所 記 載 欄 

□   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 組織若しくは定数の改廃又は予算の減少により過員又は廃職を生ずるこ

とによるもの 

  

２ 定年、任用期間満了等によるもの 

□ (1) 定年による退職(定年  歳) 

□  (2)  任用期間満了による退職 

  ３ 任命権者からの働きかけによるもの 

□ (1) 懲戒免職等処分 

□ (2) 地方公務員法第28条第４項の規定による失職又はこれに準ずる退職 

□ (3) 地方公務員法第28条第１項第２号の規定による免職又はこれに準ずる

処分 

□  (4) 地方公務員法第28条第１項第１号又は第３号の規定による免職若しく

はこれに準ずる処分 

□ (5) 退職勧奨 

  ４ 職場における事情に起因する退職 

□ (1) 勤務していた公署の移転により通勤困難となつたため 

□ (2) 公務上の傷病による退職 

□ ５ 職員の個人的な事情に起因する退職 

  □ (1) 職務に耐えられない体調不良、けが等があつたため 

□ (2) 妊娠、出産、育児等を行う必要があつたため 

□ (3) 家庭の事情の急変(父母の扶養、親族の介護等)があつたため 

□ (4) 配偶者等との別居生活が継続困難となつたため 

□ (5) 転居により通勤困難となつたため 

    (新住所：                   ) 

□ (6) その他(具体的に                ) 

□   ６ その他（１―５のいずれにも該当しない場合） 

  具体的事情記載欄（所属課（所）長用）   

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年12月14日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に退職した者が改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則第９条の２第３号に掲

げる者に該当する場合には、改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第９条の２に規定する職員の退職

手当に関する条例第13条第１項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。 

３ 改正後の様式第３については、当分の間、従前の様式によることができる。 
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